
 

熊本県職員内部通報制度の令和５年度の運用状況について 
 

 

熊本県職員内部通報制度（平成１８年４月１日運用開始）の令和５年度の運用状況は次

のとおりです。 

 

 

１ 内部通報の状況 

通報件数 受理件数 不受理件数 

２件 ２件 ０件 

 

 

２ 処理完了した事案の概要 

 

受付日 通報内容 調査結果等 

R5.6.20 

 

【受付者】 

外部調査員 

県、事業用地提供者、代替地提供

者による三者契約において、契約書

どおりの登記がなされなかったに

も関わらず、代替地提供者に土地代

が支払われ、譲渡所得税の減免がな

された。 

・「代替地代金は熊本県用地事務取扱

要領を適用して支払ったもの」「契約

は当事者間の合意により変更可能」と

する県の見解は不合理とまではいえ

ない。 

・代替地提供者は交換により所有者と

なった土地を代替地として提供して

おり、社会通念によって理解すれば、

代替地提供者であると理解されうる

ので譲渡所得税の減免措置に県が協

力したことは違法ないし不当とまで

はいえない。 

R5.8.20 

【受付者】 

外部調査員 

 公用車での私的外出、勤務中のネ

ット閲覧、勤務中の居眠り等、職務

専念義務違反が疑われる職員がい

る。 

・車内での発見物や運転日誌から、公

用車での私的外出が強く疑われる。 

・課員の証言から、勤務中に業務と直

接関係のないサイトの閲覧を行って

いたことが疑われる。 

・課員の証言や写真から、勤務中の居

眠りはほぼ事実と推認される。 

（是正内容） 

・令和 5年 12月に所属長より口頭注 

意を行った。 

・令和 6年 12月に懲戒処分を行った。 


